
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                            

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⓒ山口県 

「山口県犯罪被害者等支援施策評価委員会」

の委員を募集!! 
県では、犯罪被害に遭われた方やその御家族（以下「犯罪被害者等」という。）の   

権利利益の保護を図るとともに、県民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に

向け、「山口県犯罪被害者等支援推進計画」を策定し、市町や関係機関と連携しながら、

様々な取組を推進しています。  

同計画の進行状況や施策の検証等にあたり、幅広い県民の皆様の御意見を反映させて

いくため、「山口県犯罪被害者等支援施策評価委員会」の委員を公募します。 

■募集定員  １人  

■応募資格  県内に在住する年齢１８歳以上の方 

※ ただし、議員・公務員及びこれまでに当該委員を務めた者は除く 

※ 年１～３回程度の会議（平日１時間程度、県庁で開催予定）に出席   

可能な方 

■募集期間  令和７年２月１０日（月）から同年３月１０日（月）まで 必着 

■任  期  ２年間 

※ 原則として、１期（２年間）限り 

■応募方法  所定の応募申込書に必要事項を記入の上、「県民に対して犯罪被害者等

支援についての理解を深める必要性及び方法について」をテーマにした 

御意見・御提言（８００字程度・様式自由）を添えて、郵送、持参、     

ＦＡＸ、Ｅメールにより応募してください。 

■選 考 等  選考委員会を設置し、公正な選考を実施します。 

なお、選考結果は、応募者全員にお知らせします。 

■そ の 他  会議は、公開を予定しています。 

応募申込書は、県民生活課ホームページ（下記ＵＲＬ）からダウンロー 

ドすることもできます。 

【応募先・問い合わせ先】  
〒753-8501 山口市滝町１－１ 
山口県環境生活部県民生活課地域安心・安全推進班 
電 話：083-933-261９ FAX：083-933-4169 
Ｅメール：chiangyoumu＠pref.yamaguchi.lg.jp 
URL：https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/35/288247 

※「山口県犯罪被害者等支援施策評価委員会」とは 

山口県犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者等支援に関する施策の総合 

的かつ計画的な進行を図るため、様々な立場の方から御意見や御提言をいただく 

委員会です。 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/35/

